（１）事業性融資の推進等に関する法律第４４条第３項に基づく公告
（廃止・全部を承継するパターン）

企業価値担保権に関する信託業務の廃止の公告
　当社は、当局の承認を条件に、企業価値担保権に関する信託業務を廃止し、●●株式会社（住所　●●県●●市●●丁目●番）に企業価値担保権に関する信託業務に係る権利義務の全部を承継させることといたしましたので、事業性融資の推進等に関する法律第四十四条第三項の規定により次のとおり公告します。
一、効力発生日　令和●年●月●日
二、引受けを行った信託関係の処理の方法
　　効力発生時点における当社の企業価値担保権に関する信託業務に係る権利義務の全部を●●株式会社に承継します。
　令和●年●月●日
　　東京都港区虎ノ門●丁目●番●号
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